
 
 
 
 

 

令和 4 年度群馬県鳥獣被害対策功労者表彰について 

 

 野生鳥獣による農林水産業被害等の軽減に資することを目的として、鳥獣被害対策功労者表彰（知

事表彰）を次のとおり執り行います。本表彰は、「群馬県鳥獣被害対策の推進に関する条例」に基づく

もので、地域の鳥獣被害対策に継続して取り組み、被害の軽減等に関して顕著な功績があった個人や

団体を表彰します。 

 

１ 表彰式 

 （１）日時  令和５年２月８日（水） 午後１時３０分から 

 （２）会場  群馬県庁昭和庁舎 ３階 正庁の間 

 

２ 受賞者 

  市之関地区野生動物対策組合（前橋市） 

 

（功績概要及び活動状況） 

平成 28～29 年度「鳥獣害に強い集落づくり支援事業」を通じて、電気柵の効果的かつ適正な維持管

理、環境整備等の共同作業など模範的な鳥獣被害対策を実施した。現在においても継続的に行ってい

る。また、前橋市及び猟友会と連携し、野生イノシシの捕獲に取り組んでいる。これらの取組の結果、

電気柵を設置したほ場では農業被害をゼロにすることができた。地域住民の鳥獣被害対策への意識が

高まり、地域ぐるみで積極的に取り組んでいる。 

  
  

 

令和５年２月８日 
農政部 
鳥獣被害対策支援センター 
（群馬県鳥獣被害対策本部事務局） 
電話：０２７－３７１－０００３      


